
（4月期）

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

該当なし

以下余白

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

契約の相手方の商
号又は名称及び住

所

公益法人の場合

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場
所、期間及び種別

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

法人番号 予定価格 契約金額 落札率 備考

付紙様式第１



（4月期）

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

該当なし

以下余白

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

備考
再就職の役員

の数

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

公共工事の名称、場
所、期間及び種別

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率

随意契約によ
ることとした
会計法令の根
拠条文及び理

由
（企画競争又
は公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

付紙様式第２



（4月期）

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

給食業務の部
外委託

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1

（株）みなみ
赤平市昭和町
３丁目３７番
地３

8430001056032 一般競争 28,026,537 23,628,000 84.30%

食器洗浄およ
び清掃作業の
部外委託

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1

（株）ＦＦ
札幌市中央区
北４条西６丁
目１番地

2430001061574 一般競争 9,186,357 7,810,000 85.01%

ユニットハウ
ス借上

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1

（株）レンタ
ルのニッケン
苫小牧営業所
北海道苫小牧
市一本松町１
０－１

4010001032368 一般競争 4,227,300 3,925,900 92.87%

以下余白

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
備考法人番号

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称
及び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日

一般競争入札・指
名競争入札の別
（総合評価の実

施）

予定価格 契約金額 落札率

付紙様式第３



（4月期）

公益法人の区
分

国所管、都道
府県所管の区
分

応札・応募者
数

＃１海底清掃弾
殻回収役務

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1
ひだか漁業協同
組合

会計法第29条の3
第4項
理由：既存の設備
を利用して必要と
する役務を提供で
きる事業者は契約
相手方である当該
事業者のみである
ため。

2,200,000 2,200,000 100.00%

ユニットハウス
借上

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1

（株）レンタル
のニッケン苫小
牧営業所
北海道苫小牧市
一本松町１０－
１

4010001032368

会計法第29条の3
第4項
理由：既存の設備
を利用して必要と
する役務を提供で
きる事業者は契約
相手方である当該
事業者のみである
ため。

1,606,000 1,606,000 100.00%

ユニットハウス
借上

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1

（株）共成レン
テム浦河営業所
北海道浦河郡浦
河町字東栄５８
８番１

6460101000459

会計法第29条の3
第4項
理由：既存の設備
を利用して必要と
する役務を提供で
きる事業者は契約
相手方である当該
事業者のみである
ため。

1,949,200 1,949,200 100.00%

ユニットハウス
借上

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1

（株）共成レン
テム浦河営業所
北海道浦河郡浦
河町字東栄５８
８番１

6460101000459

会計法第29条の3
第4項
理由：既存の設備
を利用して必要と
する役務を提供で
きる事業者は契約
相手方である当該
事業者のみである
ため。

4,866,180 4,866,180 100.00%

ユニットハウス
借上

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1

（株）共成レン
テム浦河営業所
北海道浦河郡浦
河町字東栄５８
８番１

6460101000459

会計法第29条の3
第4項
理由：既存の設備
を利用して必要と
する役務を提供で
きる事業者は契約
相手方である当該
事業者のみである
ため。

2,433,090 2,433,090 100.00%

ユニットハウス
借上

１尉　舟守　慎太朗
第３２４会計隊静内
派遣隊
日高郡新ひだか町静
内浦和125

R4.4.1

（株）共成レン
テム浦河営業所
北海道浦河郡浦
河町字東栄５８
８番１

6460101000459

会計法第29条の3
第4項
理由：既存の設備
を利用して必要と
する役務を提供で
きる事業者は契約
相手方である当該
事業者のみである
ため。

1,300,860 1,300,860 100.00%

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及
び数量

契約担当官等の氏
名並びにその所属
する部局の名称及

び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員

の数

随意契約による
こととした会計
法令の根拠条文

及び理由
（企画競争又は

公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商
号又は名称及び住

所
法人番号

付紙様式第４


